
別紙３ 

 

令和７年度医療関連ものづくり企業人材育成事業 

第１０期メディカルビジネスリーダー（MBL）育成プログラム 

自主活動経費助成基準 

 

１ 助成の範囲 

本プログラムを通して、自身の知識や技術を深めるために必要となる対象経費 

 

２ 助成金額及び助成率 

⑴ 助成金額：上限１００，０００円（税込） 

⑵ 助 成 率：対象経費のうち、上限額までの全額 

 

３ 助成の方法 

⑴ 経費の支出【受講生】 

   対象となる経費は下記のとおりです。原則、領収書原本のない経費は支給できませ

んので、必ず領収書を保管してください。 

 ※ 交通費・宿泊費については、社会通念上、必要最低限の場合のみ対象となります。 

  （例）新幹線を使用する場合は、自由席料金となります。 

  （例）宿泊する場合は、1泊 10,000円（ただし、東京都・神奈川県・大阪府は 20,000

円）を上限とします。 

⑵ 請求【受講生】 

  毎月 10日までに、前月分の支出経費について領収書の原本と自主活動経費報告書を

事務局に提出してください。 

⑶ 審査及び支払い【事務局】 

  ご提出いただいた書類を事務局で精査後、受講生に指定いただいた口座へ月末にお

振込みします（当月 10日までの報告分）。 

  

 

対象経費 内        容 

旅費 ○指定プログラムに参加するための交通費・宿泊費 

〇指定プログラム以外の医療関連産業に関するセミナーへ参加する

ための交通費・宿泊費 

※短期集中合宿の宿泊費は、本自主活動経費からではなく、事業経

費から支出します。 

負担金 〇指定プログラム以外の医療関連産業に関するセミナー受講料 

（例：web 開催セミナー聴講費用、医療機器関連学会参加費用等） 

消耗品費 〇当事業指定プログラムを始めとする医療関連産業に関する書籍等

購入費 

手数料 〇振込手数料、申請手数料等 

その他 〇県が必要と認めた経費 

※ 個別に検討しますので、「理由書」を提出してください。 


